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２）減災協認定工法（別紙参照） 

  ※減災協の工法を使用する場合には、必ず評価シートを添付して下さい。 

※なお、和歌山県では、『地球樹Ｍクロス』を、同厚さの構造用合板同等と扱います。 

 

A-213         現在は有効期限となっています、ご注意ください。以下サンプル同様 
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A-223 
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A-233

 



 30 

A-234 
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A-435
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A-455
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A-233 ｶﾏﾀ 
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減災協工法に関する注意点 

※１ カ、マ、タについては、評価シート通りとする。単独壁の耐力について注意が必要に 

なります。 

※２ A-232,A-234,A-242,A-244の入隅施工ですが、今年度までは A-111に準じて入隅での 

使用を認めていたのですが、来年度からは入隅での使用を不可とする。ただし下図の 

ように、入隅柱に差し込んでの施工は可とする。もし、将来的に減災協からカ、マ、 

タの評価シートが出れば、そちらを優先とします。 
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  ※３ 両面からの上下あき工法の禁止。ただし下記のいずれかに該当する場合は可。 

      ・横架材間にきっちりと施工された（７割壁不可）土塗り壁がある場合。 

 ・二つ割以下の筋違いが施工されている場合。 

 ・両側または片側に耐震評価出来る壁もしくは開口部がある場合。 
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３）ＡＲＳ工法：柱接合部補強材料。柱金物の『と』同等の耐力がある。既存コンクリート 

基礎と柱材の緊結に効果あり。 
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７）仕口ダンパー 

地震時の建物の変形を押さえる金物。限界耐力計算でのチェックが必要。 
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Ｅ．限界耐力計算(JSCA関西) 

   令和 3年度から限界耐力計算の審査は、必要書類図面の確認、図面と計算書の整合性、見

積書の審査のみを行います。計算の審査は、ＪＳＣＡ関西木造住宅レビュー委員会のレビュー

を受けて下さい。そのレビュー結果及び質疑事項を添付していただくことになります。 

 

  １．ＪＳＣＡ関西木造住宅レビュー委員会のレビューの流れ 

１）レビューの流れ（メールにて申し込みます。jscaweb@kansai.email.ne.jp 

・申込んでから１～２週間で１回目の質疑が送信されてきます。 

・回答をメール返信する。その都度、計算書と図面も修正して添付します。 

・以降、何回かやりとりすることになると思います。  

・戸建て木造住宅のレビュー費用は、JSCA関西へその都度問合せしてください。 

 

    ２）添付書類と図面 

・木造耐震震設計レビュー要領・申込書 

・現地調査チェックリスト 

・限界耐力計算チェックリスト（１）～（３）（補強前、補強後） 

・耐震設計総括表 

・ＧＳマップに関する資料 

・平面図、軸組図、立面図、各構造伏図等 

      ※上記必要書類は JSCA関西のＨＰから入手できます。 

         http://jscakansai.com/ 

 

  ２．建築士会の審査 

      基本的には一般診断法の審査時と変わりませんが、計算のチェックは行いません。 

レビュー結果及びレビューに関する質疑事項を添付いただければ、計算書と図面の 

整合性、必要書類の有無、見積書のチェック等を行います。建築士会の審査費用は、 

３万２千円（税込み）です。 

mailto:jscaweb@kansai.email.ne.jp

